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「シン・ハママツ計画」 共通１日フリー切符特典サービス企画規約 

 

 （趣旨） 

第１条 本規約は、浜松エヴァンゲリオンを活用した誘客促進実行委員会（以下「甲」と

いう。）が「シン・ハママツ計画」来訪客のさらなる周遊を図るため実施する「エヴァ

ンゲリオンデザイン遠州鉄道⇔天竜浜名湖鉄道共通フリー切符」利用者（以下「切符利

用者」という。）に対して市内対象店舗で提供する共通１日切符特典サービス企画（以

下「本企画」といい、本企画で実施するサービスを「サービス」という。）への参加に

関し、甲と参加申込者（以下「乙」という。）との間の遵守事項及び権利義務関係等に

ついて定めるものとする。 

 

（参加申込） 

第２条 乙は、本規約の内容を遵守することを承諾し、かつ、甲が定める以下の要件を満     

たすことを確認し、甲指定の参加申込方法に従い甲に本企画への参加を申し込むものと

する。 

（1） サービスを提供する店舗が浜松市内にあること 

（2） 反社会的勢力に関わる事業者ではないこと 

（3） 本企画実施期間中に継続してサービス提供が可能であること 

（4） 食品衛生法、食品表示法等、その他関係法令に定める規定に違反していないこと 

（5） 風俗営業法に基づき許可が必要な業種ではないこと 

２ 甲が乙から参加申込を受けた場合、次条の規定に従って参加の可否について審査を行 

い、乙の参加を認める場合には乙に対してその旨を通知するものとし、かかる通知をも

って参加を承諾するものとする。 

３ 乙が次の各号のいずれかに該当する場合、参加を承諾しないことがある。また、参加

後であった場合でも甲はその承諾を取り消す事ができる。 

（1） サービスが不適当と甲が判断した場合 

（2） 本規約に違反するおそれがあると甲が判断した場合 

（3）  反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準

ずる者を意味する。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢

力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何

らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合 

（4） その他、甲が参加を適当でないと判断した場合 

 

 （審査） 
第３条 甲は前条の参加申込があった場合は、乙の参加の可否について審査を行うものと 

する。 
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２ 乙は、審査方法を甲に一任するものとし、審査により本企画への参加が認められない

場合、又は本企画への参加中において前条第３項により参加の承諾が取り消された場合

でも不服を申し立てないものとする。 

 

（サービスの提供） 

第４条 切符利用者から乙に対しサービス利用申出があった場合、乙はサービスを提供す

ること。 

２ サービスの提供に係る費用は乙の負担とする。 

３ 乙が提供するサービスに係る切符利用者等とのトラブルについて甲は乙に対しいかな

る責任も負わないものとする。 

４ 乙は、本企画の開催期間内にサービスを提供することができないおそれがある場合に

は、直ちに当該理由及び提供が終了するおそれのある期日を甲に通知するものとし 

乙と甲は対応措置を協議の上決定するものとする。 

 

 （サービスの変更） 

第５条 乙は、本企画で提供するサービスの内容を変更する場合には、甲が必要とする情

報を甲に提供の上、甲が指定する方法により変更を申請するものとする。 

２ 甲は、前項に定めるサービスの変更申請に対する承認を自らの裁量で行うことができ

るものとし、乙はその結果に異議を述べないものとする。 

 

（提供の禁止） 

第６条 乙は、本企画において以下に該当するサービスを提供できないものとする。 

（1） 犯罪を誘発する恐れのあるもの 

（2） 生命・健康・財産・プライバシーその他の権利を侵害する恐れのあるもの 

（3） 第三者の保有する著作権・商標権などの知的財産権を侵害する恐れのあるもの 

（4） シン・ハママツ計画で提供するエヴァンゲリオンコラボ商品を値引きするもの 

（5） その他甲が提供を不適当と認めたもの 

  

（掲出物） 

第７条 甲は本企画に係る掲出物を作成し乙に配布する。当該掲出物について、乙は以下

のとおり対応するものとする。 

（1） 甲が指定する受領方法に従って受け取ること 

（2） 本企画期間中に店頭、店内それぞれ店舗利用者が目視できる場所へ掲出すること 

（3） 本企画期間終了後はただちに撤去し廃棄すること 
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（情報提供） 

第８条 甲は、乙に対して本企画の運用に必要な情報の提供を求める事ができるものと

し、乙はこれに応じるものとする。 

 
 （参加の取消し） 
第９条 乙が次のいずれかに該当する場合、甲は、事前に通知することなく乙の本企画へ

の参加を取消しできるものとする。 

（1） 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

（2） その他、甲が不適当と判断する相当の理由がある場合 

２ 前項により参加を取消しされた場合でも、甲は乙に対しいかなる責任も負わないもの

とする。 

 

（本企画の一時停止、終了） 

第10条 甲は、次のいずれかの事由により、乙に対し事前、もしくは緊急の場合事後に通知

し、本企画の全部、もしくは一部の提供を変更、一時停止または終了できるものとする。 

（1） 地震、疫病などによる社会情勢の変化その他不可抗力により本企画の継続が困難と

なった場合 

（2） その他、本企画の運用または技術上の相当な理由がある場合 

２ 甲は、乙に対し１ケ月以上前に通知し、本企画の全部、または一部を終了できるものと

する。 

３ 前項により本企画が変更、一時停止、または終了する場合、甲は乙に対しいかなる責任

も負わないものとする。 

 

 （本規約の改定） 

第11条 甲は事前の通知なく、本規約又は本企画の内容を任意に改定できるものとする。 

２ 甲は、本規約又は本企画の内容を変更した場合には、乙に当該変更内容を通知するもの

とし、当該変更内容の通知後、甲の定める期間内に参加取消しの申出をしなかった場合に

は、乙は、本規約又は本企画の内容の変更に同意したものとみなす。 

 

 （損害賠償） 

第 12 条 本契約の期間中又は終了後を問わず、乙の責めに帰すべき事由により、切符利用

者等若しくは甲に損害もしくは費用が生じた場合又は、第三者から甲に対し損害賠償の

請求があった場合、乙は、それによって切符利用者等若しくは甲に発生した損害及び費用

を、切符利用者等、甲、若しくは当該第三者に速やかに支払う。ただし、帰責事由の帰属

につき疑義がある場合、甲及び乙は原因等の解明に協力する。 

 



4 
 

 

 （準拠法・管轄等） 

第13条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方 

 誠意をもって協議し、出来る限り円満に解決するものとする。 

２ 本規約に関する準拠法は、日本法によるものとする。 

３ 本規約に関する紛争は静岡地方裁判所浜松支部又は浜松簡易裁判所を第一審専属管轄 

裁判所とする。 


